
 

都道府県推進計画 

 

都道府県名 高知県 

 

計画期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 39 年 3 月 31 日 

平成 26 年度末までに都道府県計画に則して実施した活性化事業の総括・評価 

（１）消費生活相談体制 

○市町村 

・ 平成 20年度は、消費生活センターを設置している市町村は、高知市のみであったが、南

国市（H21）、幡多広域市町村圏事務組合(以下、｢幡多広域｣という｡)（H25（H22～H24 は四

万十市消費生活センター））が、新たに消費生活センターを設置した。幡多広域は、幡多地

域６市町村の相談を受け付けている。 

・ 高知市は、平成 22年度から土曜日を開所日とし、週６日の相談体制としている。 

また、それに伴い、消費生活相談員を１名増員した。 

・ 南国市（１名）、幡多広域（３名）、香美市（１名）、須崎市（１名）、安芸市（１名）は、

専任の消費生活相談員を配置した。 

・ 高知市、南国市、香美市、須崎市、幡多広域では、消費生活相談スペースの確保など環

境整備を図った。 

○県 

・ 消費生活センターの相談ブースの増設及び研修室の整備により、センターの機能強化を

図った。 

・ 消費生活センターに法律専門家（弁護士・司法書士）を配置し、高度かつ専門的な消費

生活相談への対応力を強化した。 

・ 国民生活センターなどが主催する研修へ、相談員を派遣し、対応力の強化を図った。 

・ 平成 21 年度から日曜日を開所日とし、週６日の相談体制とした。 

・ 平成 21 年度から消費生活相談員を増員し、相談体制を強化した。 

 

（２）消費生活相談件数等 

○市町村 

窓口の機能強化を図った市町村においては、相談件数の伸びが見られ、市町村全体の件数は

やや増加する傾向にある。 

○県 

  県の相談件数は、減少傾向が続いている。一方、相談内容が高度かつ複雑化する中で、相談

件数に占めるあっせん件数の割合は増加している。 

 

（３）市町村における相談窓口の機能強化に向けた支援 

○県  

・ 専任相談員の派遣等 

    市町村相談員の相談対応能力等のレベルアップを図るため、県立消費生活センターに市

町村支援担当の専任相談員を配置し、市町村への派遣やホットラインにより助言を行った。 



 

・ 法律専門家の配置 

    高度かつ専門的な消費生活相談への対応力を強化するため、県立消費生活センターに法

律専門家（弁護士・司法書士）を配置し、市町村相談員からの相談に対応した。 

・ 消費生活相談員研修の実施 

    市町村の消費生活相談窓口に従事する職員等を対象に、相談対応能力の向上を図るため、

相談事例等を用いた実践的な研修を実施した。 

 

（４）事業者指導・法執行部門における体制の強化 

○県 

・ 平成 21 年度から、警察ＯＢの非常勤職員を配置し、高知県消費生活条例や特定商取引に

関する法律などに基づく執行体制の強化を図り、平成 21 年度以降５件の処分等を行った。 

 

（５）消費者教育・啓発の強化 

○市町村 

○県 

・ 消費生活講座の開催 

    消費生活に関する必要な知識を習得し、主体的かつ合理的に行動ができる消費者となる

とともに、地域で活動するリーダーを育成するため、県民を対象とした消費生活講座を県

立短期大学と連携して開催した。 

・ 相談窓口の周知 

    消費生活に関するトラブルを抱えた県民に対し、相談窓口へのできるだけ早い来訪を促

すため、広報メディアなどを活用し、県や市町村の相談窓口の周知を図った。 

・ 啓発冊子の配布等 

    日常の消費生活に必要な法律や契約の知識と、悪質商法によるトラブルへのアドバイス

等を取りまとめた小冊子の全戸配布や、県立消費生活センターのイメージキャラクターの

作成・活用により、県民への啓発を図った。 

・ 高齢者等への見守り支援 

  消費者教育推進法の施行を受け、高齢者や障害者等の消費者被害の未然防止を図るため、

市町村や高齢者等の周辺の関係者に対し、リーフレット等により情報提供を行うことで、地

域において情報と意識が共有され、見守り体制が構築されるよう支援した。 

・ 高知県消費者教育推進計画の策定 

消費者教育に関する県の取組を体系的に整理し、市町村や消費者団体など多様な主体と

も連携しながら、消費者教育を総合的かつ一体的に推進していくことを目的とした、「高知

県消費者教育推進計画」の策定に着手した。 

 

（６）多様な主体による消費者問題への取組の支援 

○県 

消費者団体等による自主的な取組への支援や、地域で活動するサポーターの活動の促進

により、地域における消費者問題解決力の向上を図った。 

 

 



 

（７）事業の評価 

・消費生活センターや市町村相談窓口の機能強化により、消費者の利便性を向上させるとと

もに、複雑化・高度化する相談にも迅速かつ的確に対応する相談体制が整備された。 

  ・市町村における相談体制が充実・強化され、住民への窓口周知及び相談対応が進んだ。 

  ・地域での啓発活動の実施により、消費者の被害防止に対する意識が高まった。 

 

「地方消費者行政強化作戦」への対応 

・ どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を整備し、消費者の安全・安心 

を確保するため、「地方消費者行政強化作戦」の達成に向けた取組を強化する。 

 

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消 

・ 平成 26 年度当初において、県内 34 市町村すべてに消費生活相談窓口を設置済み。 

 

＜政策目標２＞相談体制の質の向上 

２－１ 消費生活センター設立促進 

・ 平成 26 年度当初は、県内 34 市町村のうち、人口５万人以上は１市、人口５万人未満は 33 市 

町村となっている。人口 5 万人以上の１市（高知市）は、消費生活センターは設置されており、

既に目標を達成している。 

人口５万人未満の 33 市町村のうち、50％以上（17 市町村）の消費生活センター設置の目標

に対して、設置自治体は、７市町村（南国市と幡多広域消費生活センター（四万十市、宿毛市、

土佐清水市、三原村、大月町、黒潮町））で（21％）、未設置自治体は、26 市町村となっている。 

本県は小規模の自治体が多いことから、単独によるセンター設置を進めることは困難な状況

にあるため、相談窓口の広域連携を進めるとともに、広域の相談窓口の消費生活センター化を

促す。 

 

２－２ 管内自治体の 50％以上に相談員を配置 

・ 平成 26 年度当初は、県内市町村の 35％（12 市町村）において、消費生活相談員が配置され 

ている。平成 29 年度を目途に、50％（17 市町村）以上の市町村への消費生活相談員の配置（広

域連携による消費生活相談員の配置を含む）に向けて、市町村への積極的な働きかけを行うと

ともに、単独での配置が困難な市町村については、広域連携による消費生活相談員の配置を検

討する。 

 

２－３ 消費生活相談員の資格保有率を 75％以上に引き上げ 

・ 平成 26 年度当初は消費生活相談員の資格保有率が約 68％となっている。平成 29 年度を目途 

に、消費生活相談員の資格保有率を 75％以上に引き上げるため、国民生活センター等が実施す 

る研修への参加の支援などにより、消費生活相談員の資格取得を奨励する。また、消費生活相

談員を配置する各相談窓口については、最低１名は有資格者が配置されるよう、資格を保有し

ない消費生活相談員の資格取得を奨励する。 

 

２－４ 消費生活相談員の研修参加率を 100％に引き上げ（各年度） 



 

・ 平成 26 年度当初は県内の消費生活相談員の研修参加率は 90％となっている。平成 29 年度を 

目途に、研修参加率を 100％に引き上げるため、県が実施する研修については、消費生活相談

員が研修に参加しやすいよう開催場所、開催時期等を考慮するとともに、内容の充実を図る。

また、国民生活センターが実施する研修についても周知や交付金等による旅費等の財政支援な

どにより、消費生活相談員の研修参加を奨励する。 

 

＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域解消 

・ 平成 26 年度当初は県内に適格消費者団体が存在しない。また、候補となる消費者団体も存在 

しない。消費者団体が地域の実情に合わせて取り組む消費者への普及・啓発活動や消費者の自

立のための学習等の活動を支援するなど、県内の消費者団体の育成を図る。 

 

＜政策目標４＞消費者教育の推進 

・ 消費者教育推進地域協議会については、平成 26 年１月に設置済。 

高知県消費者教育推進計画については、平成 28 年度中に策定予定であり、当該計画に基づき、 

多様な主体との連携と協働のもと、総合的・体系的に消費者教育の推進を図る。 

 

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築 

・ 平成 28 年度当初は県内に消費者安全確保地域協議会は設置されていない。まずは、強化作戦 

の対象となる人口５万人以上の高知市における地域協議会の設置について、働きかけを行う。 

さらに、そのほかの市町村においても、関係機関と連携した既存のネットワーク等を活用した 

 見守り体制の構築・強化への取組を促す。 

 

消費者行政推進の方針 

＜平成 27 年度から平成 29 年度までの方針＞ 

・ 専門的な消費生活相談体制（消費生活相談員（市町村支援担当）１名及び事業者指導職員１名）

の維持を目指す。 

・ 「地方消費者行政強化作戦」に掲げられた目標を達成するため、県内市町村に働きかけを行う。 

・ 県内市町村の消費生活相談員等のレベルアップを図るとともに、資格を保有しない消費生活相 

談員の資格取得を奨励する。 

・ 消費者の安全安心の確保に向け、消費者被害や事故の未然防止を図るための啓発活動や迅速な 

情報発信を行う。 

・ 高齢者等の被害防止のために、医療、保健、福祉、教育、税務、警察等の関係部署や町内会、

民生委員、事業者など地域の多様な団体との連携をすすめ、見守り体制の充実を図る。 

・ 高知県消費者教育推進計画を策定し、計画に基づき、ライフステージの各段階に応じた切れ目 

のない対応や消費者教育の担い手の育成など消費者教育の推進を図る。 

 

＜平成 30 年度以降の方針＞ 

・ 平成 29 年度までに整備した管内市町村の消費生活相談体制を維持する。 

・ 県内市町村の消費生活相談対応力の水準向上のため、県内の市町村の消費者行政担当者及び消 

費生活相談員を対象とした研修会を継続して実施する。 



 

・ 消費者教育・啓発事業等については、県内市町村及び多様な団体と連携してより効果的な取組 

を模索しつつ、交付金等活用期間後も行う事業を精査していく。 

 

消費者行政推進の方針に則して取り組む施策、目標 

・ 消費生活相談員１名及び事業者指導職員１名の配置を継続し、専門的な消費生活相談体制の維 

持に努める。（平成 27 年度～平成 29 年度） 

・ 県内市町村の消費生活相談員等を対象とした、専門的な研修の開催及び国民生活センター等の 

研修への参加を支援し、消費生活相談員等のレベルアップを図るとともに、資格を保有しない

消費生活相談員の資格取得を奨励する。（平成 27 年度～平成 30 年度） 

・ 若年層及び高齢者に対し、出前講座や啓発冊子の配布等による積極的な啓発に努めるととも 

に、ラジオ・新聞・情報誌・ホームページ等を活用した情報提供を行う。（平成 27 年度～平成

29 年度） 

・ 高齢者等の被害防止のために、医療、保健、福祉、教育、税務、警察等の関係部署や町内会、

民生委員、事業者など多様な団体との連携を図り、きめ細かい啓発を実施するなど、地域の見

守り力を強化する。（平成 27 年度～平成 33 年度） 

・ 県の消費生活センターを消費者教育の拠点とし、消費者の特性やライフステージに応じた消費 

者教育教材の提供や情報発信を行う。（平成 28 年度～平成 36 年度） 

 

その他特記事項 
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